
防
火
査
察
を
行
い
ま
す

　
消
防
職
員
が
各
世
帯
を
訪
問
し
、

簡
単
な
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

期
間
　
11
月
〜
令
和
５
年
３
月

対
象
　
市
内
で
１
人
暮
ら
し
を
し
て

い
る
75
歳
以
上
の
方

問
　
消
防
署
警
備
Ｇ

（
☎
85
２
５
５
１
）

令
和
４
年
度
水
道
水
質
検
査

の
結
果
に
つ
い
て

　
８
月
４
日
に
水
道
水
質
検
査
を
行

い
、
全
て
の
検
査
項
目
で
水
質
基
準

に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
ま

し
た
。

※

検
査
結
果
は
、
市

　
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ

　
ト
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
　
水
道
Ｇ
（
☎
85
５
５
１
０
）

国
民
年
金
保
険
料
の

控
除
証
明
書
に
つ
い
て

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し
た

全
額
が
所
得
税
と
市
・
道
民
税
の
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
確
定
申
告
な
ど
で
社
会
保
険
料
控

除
の
適
用
を
受
け
る
に
は
、
『
領
収

書
』
ま
た
は
日
本
年
金
機
構
が
発
行

す
る
『
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
』
の
添
付
が
必

要
で
す
。

○
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

　控
除
証
明
書
の
送
付
時
期

①
１
月
１
日
〜
９
月
30
日
に
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
し
た
方…

10
月

下
旬
に
発
送
済
み

②
10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
、
令
和

４
年
中
初
め
て
国
民
年
金
保
険
料

を
納
付
し
た
方
（
①
を
除
く
）…

令
和
５
年
２
月
上
旬
に
発
送

問
　
室
蘭
年
金
事
務
所

（
☎
㉔
７
１
０
４
）

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を
配
布
し
ま
す

　
市
は
、
外
見
か
ら
は
援
助
や
配
慮

を
必
要
と
す
る
こ
と
が
わ
か
り
に
く

い
方
が
、
援
助
や
配
慮
を
必
要
と
す

る
こ
と
を
周
囲
に
知
ら
せ
る
た
め
の

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を
配
布
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
希
望
す
る
方
に
は
緊
急
連

絡
先
や
必
要
な
支
援
内
容
な
ど
を
記

載
で
き
る
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
も
配
布
し

ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※

北
海
道
ウ
ェ
ブ
サ

　
イ
ト
か
ら
も
ダ
ウ

　
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

配
布
場
所
　
障
が
い
福
祉
グ
ル
ー
プ
、

各
支
所

対
象
　
義
足
や
人
工
関
節
を
使
用
し

て
い
る
方
、
内
部
障
が
い
や
難
病

の
方
、
妊
娠
初
期
の
方
、
高
齢
で

援
助
が
必
要
な
方
な
ど

※

代
理
人
の
受
け
取
り
可
。

問
　
障
が
い
福
祉
Ｇ

（
☎
85
３
７
３
２
）

ア
イ
ヌ
民
族
の
遺
骨
返
還
に
つ
い
て

　
文
部
科
学
省
は
、
政
府
が
策
定
し

た
『
大
学
の
保
管
す
る
ア
イ
ヌ
遺
骨

等
の
出
土
地
域
へ
の
返
還
手
続
き
に

関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』
に
沿
っ
て
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
内
で
保
管
さ
れ

て
い
る
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
遺
骨
の
返

還
等
を
進
め
て
い
ま
す
。

※

詳
し
く
は
、
同
省

　
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を

　
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
　
社
会
福
祉
Ｇ
（
☎
85
１
９
１
１
）

　成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたた
め、『登別市成人祭』の名称を『登別市二十歳
のつどい』に改めて、開催します。
　登別市に住民登録がある対象者には、12月上
旬に案内を送付します。案内が届かない場合は、
問い合わせください。
　また、登別市に住民登録がない方で参加を希
望する方は、11月30日㈬までに申し込みフォー
ムから申し込みください。
　なお、詳細は決まり次第、市公
式ウェブサイトでお知らせします。
日時　令和５年１月８日㈰13時
場所　市民会館
対象　平成14年４月２日～
　平成15年４月１日生まれの方
問い合わせ　社会教育グループ
　　　　　　（☎88１１２９）

マイナポイントの申し込み
必要なもの　マイナンバーカード、マイナンバ
ーカードの暗証番号（数字４桁）、本人名義
の預金通帳、マイナポイントの受け取りに利
用するキャッシュレス決済サービスのカード
など

※マイナンバーカードの暗証番号を忘れた場合
は、市役所または各支所で再設定の手続きが
必要です。

※利用するキャッシュレス決済サービスの種類
により、事前申し込みが必要な場合がありま
す。

※一枚のキャッシュレス決済サービスのカード
では複数人分の申し込みはできません。

マイナンバーカードの申請
必要なもの　運転免許証などの本人確認書類、
通知カード（マイナンバーをお知らせした紙
製のカード）、個人番号カード交付申請書兼
電子証明書発行申請書（お持ちの方のみ）、
住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）

※通知カードや個人番号カード交付申請書兼電
子証明書発行申請書を紛失した方でも手続き
をすることができます。

※顔写真は、当日会場で撮影します。
問い合わせ　市民サービスグループ
　　　　　　　　　　　　　（☎85１８５５）

11月21日㈪・22日㈫
９時30分～16時30分

イオン登別店（１階セ
ントラルコート）

11月24日㈭・25日㈮
10時30分～16時30分

登別中央ショッピング
センター・アーニス
（１階アーニス広場）

15 くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ2022.11月号

くらしのガイド

マイナポイントの申し込みマイナポイントの申し込み

マイナンバーカードの申請マイナンバーカードの申請

令和５年 登別市二十歳のつどい令和５年 登別市二十歳のつどい

QR

▲申し込み
　フォーム

▲市公式
　ウェブサイト

マイナポイント申し込み・
マイナンバーカード申請の
出張受付を行います

日時 場所

はたち 防
災
行
政
無
線
の

サ
イ
レ
ン
を
吹
鳴
し
ま
す

　
訓
練
に
伴
い
、
防
災
行
政
無
線
の

サ
イ
レ
ン
を
吹
鳴
し
ま
す
。
実
際
の

災
害
と
お
間
違
い
の
な
い
よ
う
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

日
時
　
11
月
２
日
㈬
10
時
ご
ろ

　
　
　
11
月
16
日
㈬
11
時
ご
ろ

場
所
　
市
内
全
域

※

気
象
な
ど
の
影
響
に
よ
り
、
中
止

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※

聞
き
逃
し
確
認
ダ
イ
ヤ
ル

（
☎
85
０
１
９
３
）

問
　
総
務
Ｇ
（
☎
85
１
１
３
０
）

忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う

　
市
税
な
ど
の
納
付
に
は
、
口
座
振

替
制
度
や
コ
ン
ビ
ニ
払
い
、
ス
マ
ホ

決
済
ア
プ
リ
が
便
利
で
す
。

※

ス
マ
ホ
決
済
ア
プ
リ
を
利
用
の
場

合
は
、
領
収
書
は
発
行
さ
れ
ま
せ

ん
。

○
市
・
道
民
税
（
普
通
徴
収
第
３
期
）

○
国
民
健
康
保
険
税
（
普
通
徴
収
第

６
期
）

○
介
護
保
険
料
（
普
通
徴
収
第
５
期
）

○
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
普
通

徴
収
第
５
期
）

納
期
限
　
11
月
30
日
㈬

問
　
市
・
道
民
税
に
つ
い
て…

税
務

Ｇ
（
☎
85
１
１
５
５
）
、
国
民
健

康
保
険
税
に
つ
い
て…

国
民
健
康

保
険
Ｇ
（
☎
85
１
７
７
１
）
、
介

護
保
険
料
に
つ
い
て…

高
齢
・
介

護
Ｇ
（
☎
85
５
７
２
０
）
、
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い
て…

年
金
・
長
寿
医
療
Ｇ
（
☎
85
２
１

３
７
）

税
に
関
す
る
お
知
ら
せ

●
事
業
主
は
特
別
徴
収
を
し
て
く
だ

さ
い

　
所
得
税
の
源
泉
徴
収
義
務
の
あ
る

事
業
主
は
、
従
業
員
の
給
与
か
ら
個

人
住
民
税
を
特
別
徴
収
し
、
従
業
員

が
居
住
す
る
市
町
村
に
納
税
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

問
　
北
海
道
胆
振
総
合
振
興
局
（
☎

㉔
９
５
８
６
）
、
税
務
Ｇ
（
☎
85

１
１
５
５
）

●
令
和
５
年
10
月
、
消
費
税
の
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
が
始
ま
り
ま
す

　
制
度
開
始
時
に
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行

事
業
者
と
な
る
た
め
に
は
、
原
則
、

令
和
５
年
３
月
31
日
㈮
ま
で
に
登
録

申
請
が
必
要
で
す
。

※

制
度
の
概
要
や
登
録
申
請
の
方
法

な
ど
、
詳
し
く
は
イ
ン
ボ
イ
ス
特

設
サ
イ
ト

　
を
確
認
す

　
る
か
、
税

　
務
相
談
チ

　
ャ
ッ
ト
ボ

　
ッ
ト
を
ご

　
利
用
く
だ

　
さ
い
。

問
　
室
蘭
税
務
署（

☎
㉒
４
１
５
１
）

●
税
に
関
す
る
作
品
展

日
時
　
11
月
11
日
㈮
〜
17
日
㈭
９
時

〜
17
時
30
分

場
所
　
市
役
所
１
階
通
路

内
容
　
小
学
６
年
生
の
『
税
に
関
す

る
標
語
』
な
ど
の
展
示

問
　
室
蘭
税
務
署（

☎
㉒
４
１
５
１
）

く
ら
し
の
ガ
イ
ド

※内容については、10月12日現在の情報を掲載しています。
イベントなどについて、中止や延期、内容などが変更と
なっている場合がありますので、ご注意ください。

く
ら
し
と

住
ま
い

▲インボイス
　特設サイト

 2022.11月号

『
申
し
込
み
』

『
問
』

14くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ

収集の申し込み
　　　　(有)登和清掃（☎88０２００）

その他の問い合わせ　環境対策グループ
　　　　　　　　　　　　（☎85２９５８）

※土・日曜日、祝日を除く９時～17時。
※電話のかけ間違いに十分注意してください。

鷲別町
１～３丁目

地　区 収集期間 申込期間

※粗大ごみは、１品ごとに『ごみ処理券（１枚240円）』  
を貼って出してください（１回につき５品まで）。

12月５日㈪　
～12月10日㈯

11月21日㈪　
～12月２日㈮

12月12日㈪　
～12月17日㈯

11月28日㈪　
～12月９日㈮

新生町
１・２丁目

12月の粗大ごみ収集
　スマートフォンの普及が進み、現在国内では約８割以上
の世帯がスマートフォンを持っているといわれていますが、
中には「スマートフォンを買ってみたけど使い方がわから
ない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
　市は、そのような方を対象に、実際にスマートフォンを
操作し、文字入力やインターネットの使い方など、スマー
トフォンの基本的な操作を学ぶスマホ教室を開催します。
※当日は、市が用意したスマートフォンを使用します。
日時　11月29日㈫10時30分～11時30分、13時～14時、15時
～16時
場所　市民会館
対象　スマートフォンを持っているが、使い方がわからな
い市民
講師　ドコモショップスタッフ
定員　各回３人（定員を超えた場合は抽選）
申し込み　11月21日㈪までに申し込みフォーム
　または電話で行政経営グループ
　　　　　　　　　　　　　　（☎85５１０９）

第5回スマホ教室を開催します第5回スマホ教室を開催します

▲税務相談
　チャットボット


